
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和５年５月８日の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け 

の見直しにより、「諏訪市新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 企画部 危機管理室 

令和５年（2023 年）５月２日 

諏訪市新型コロナウイルス感染症対策本部 

の廃止について 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 企画部 

危機管理室 市民安全係 

（担当）平林、池田 

電 話  0266-52-4141（内線 258) 

ＦＡＸ 0266-57-0660（代表） 

 

【要旨】 

 令和５年５月８日の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの 

見直しにより、「諏訪市新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止します。 

 対策本部の廃止により、下記の日程で市役所庁舎１Ｆ正面玄関に掲示して 

いる看板の掲示を撤去いたします。 

  

【日時】 

 令和５年５月８日（月） 午前８時００分～ 

 

 

【場所】 

 諏訪市役所１Ｆ 正面玄関 

 

 

【その他】 

 ご取材のほど、よろしくお願いいたします。   

 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 
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